


※

※

元議員の死亡年月日が記載されている戸籍謄本（全部事項証明）又は法定相続情報一
覧図の写し（いずれも複写不可）
（②の書類で死亡を確認できる場合、添付の必要はありません。）

共済給付金を受ける権利の時効について

（全部事項証明）又は法定相続情報一覧図の写し（いずれも複写不可）

※上記（2）子及び（4）孫は、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にあって、
配偶者がいない場合、もしくは、18 歳以上であっても、元議員の死亡当時から引き続き
重度障害の状態で生活資料を得るみちがない場合に限ります。

※上記（1）配偶者（戸籍上の配偶者に限る）は、元議員との生計同一が確認できれば、元
議員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたこととします。

※その他、遺族認定のため必要に応じて書類を添付していただく場合があります。
なお、戸籍等は、元議員の死亡日以降に交付されたもので、かつ遺族年金決定請求書の
提出日において、6 か月以内に交付されたものをご提出ください。

　元議員（退職年金受給者または現職議員で平成 23 年 5 月 31 日までの在職期間が 12 年以
上、かつ平成 23年以降に退職一時金の支給を受けていない方。）が死亡した場合、次の（１）～
（５）までの順位にしたがって遺族年金が支給されます。ただし、元議員の死亡当時、主としてその
収入によって生計を維持していたことが条件となります。

　遺族年金を受ける権利は、遺族年金を受けるべき事由が生じた日の翌日から７年間請求
しなかったときは、時効によって消滅します。
　なお、遺族年金を受けるべき事由が生じた日とは、退職年金受給者又は退職した時に退
職年金を受けるべき地方議会議員が死亡した日をいいます。
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●口座番号 
右詰めで記入してください。
口座番号が7桁未満の場
合は、左の空欄に「0」を
記入してください。
（例）口座番号  98765（5桁の場合）

○ 

× 

※右詰めで記入し、左の空欄に 
「0」を記入してください。

●基礎年金番号 
 元議員の基礎年金番号を
記入してください。

枠付きの年月日は、1桁の数
字の場合は頭に「0」を付け
て記入してください。

（例）令和5年4月28日 
  →050428

●押印 
請求者の印を押してくださ
い。金融機関への届出印
の必要はありません。

●預金種目 
該当する預金種目に○を
つけてください。

金融機関の種類に○をつけ
てください。
ゆうちょ銀行についても
こちらに記入してください。

●請求者住所 
番地は「1丁目1番1号」の
ような場合は「1ー1ー1」と
記入してください。

●年金受取金融機関 
口座名義は請求者の個人
口座に限ります。請求者
氏名のフリガナと同じ口座
名義の口座を指定してくだ
さい。
会社名、団体名及び肩書
きがつく口座の指定はでき
ません。

●年金証書を紛失の場合 
紛失等により年金証書を添
付できない場合には署名・
捺印してください。

●支払未済の給付 
支払未済の給付を請求す
る場合は、署名・捺印してく
ださい。
支払未済の給付の請求者
は遺族年金請求者に限り
ます。

●旧会員番号・年金証書番号 
年金証書を参照して記入してください。
ご不明な場合は所属の議会事務局へお問
い合わせください。

請求日を記入してください。 

し
ださい。

●元議員・請求者氏名 
請求者の氏名のフリガナ
は金融機関の口座の届け
出のとおり以下の区別を
て記入してく
「ズ」と「ヅ」
「オ」と「ヲ」
「ジ」と「ヂ」

遺族年金決定請求書（第9号様式）の記入例遺族年金決定請求書（第9号様式）の記入例 
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ださい。

●後順位の有無 
続柄欄で選択された方の後順
位に該当する方がいる場合
は、「有」に◯をつけてください。
（議員または議員であった者の
死亡の当時、主としてその収入
によって生計が維持されていた
者。また、子または孫について
は、18歳未満で配偶者がいな
い者。または18歳以上であって
も、重度障害の状態にある者）





3　支払未済の給付を受ける権利の時効
　支払未済の給付を受ける権利は次の(１)、(２)のいずれかが到来したときは時効により消
滅しますので、ご留意ください。
(１)　債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間行使しないとき
(２)　権利を行使することができる時から１０年間行使しないとき

　死亡により年金を受ける権利が消滅した場合には、まだ受け取っていない「未支給分の
年金（支払未済の給付）」がある場合があります。



年金受給者の死亡年月日が記載されている除籍謄本（全部事項証明）又は法定
相続情報一覧図の写し（いずれも複写不可）

請求者が相続人であることを証明する戸籍抄本（個人事項証明）又は法定相続
情報一覧図の写し（いずれも複写不可）

　上記③及び④については、請求される方によって必要な戸籍等が異なりますので、下
表をご覧ください。なお、法定相続情報一覧図の写しにより、年金受給者の死亡年月日
と請求者が相続人であることが確認できれば、戸籍の提出は不要です。

※同一戸籍謄本の中で必要事項が確認できれば、複数の戸籍の提出は必要ありません。
例：同一戸籍謄本の中に年金受給者の死亡年月日と、請求者（除籍になっていないも
の）の記載がある場合など

※確認できない事項がある場合は、その事項が確認できる戸籍等が必要となります。
※戸籍は失権年月日以降に交付されたもので、かつ受給権消滅届の提出日において、６
か月以内に交付されたものをご提出ください。
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年金受給者の死亡年月日が記載されている除籍謄本（全部事項証明）又は法定
相続情報一覧図の写し（いずれも複写不可）

請求者が相続人であることを証明する戸籍抄本（個人事項証明）又は法定相続
情報一覧図の写し（いずれも複写不可）

　上記③及び④については、請求される方によって必要な戸籍等が異なりますので、下
表をご覧ください。なお、法定相続情報一覧図の写しにより、年金受給者の死亡年月日
と請求者が相続人であることが確認できれば、戸籍の提出は不要です。

※同一戸籍謄本の中で必要事項が確認できれば、複数の戸籍の提出は必要ありません。
例：同一戸籍謄本の中に年金受給者の死亡年月日と、請求者（除籍になっていないも
の）の記載がある場合など

※確認できない事項がある場合は、その事項が確認できる戸籍等が必要となります。
※戸籍は失権年月日以降に交付されたもので、かつ受給権消滅届の提出日において、６
か月以内に交付されたものをご提出ください。

4

●届出者住所 
番地は「6丁目6番6号」
ような場合は「6ー6ー6」
記入してください。

●年金証書紛失の場合 
紛失等により年金証書を
添付できない場合には署名・
捺印してください。 

●支払未済の給付 
支払未済の給付を請求す
る場合は、署名・捺印してく
ださい。 
支払未済の給付の請求者
は届出者に限ります。 

●年金受取金融機関 
口座名義は請求者の個
人口座に限ります。届出
者（請求者）氏名のフリ
ガナと同じ口座名義の口
座を指定してください。
会社名、団体名及び肩
書きがつく口座の指定は
できません。 

●年金受給権者氏名 
年金を受給されていた方
の氏名を記入して

●年金証書番号 
年金証書を参照して記入してく
ご不明な場合は所属の議会事務局へお問

ださい。

●押印 
請求者の印を押してくださ
い。金融機関への届出印
の必要はありません。 

●届出者氏名 
届出者は、死亡による失
権の場合は相続人の代
表者を、婚姻した場合ま
たは、子または孫が18歳
に達した場合の失権は本
人氏名を記入してください。
氏名のフリガナは金融機
関の口座の届出のとおり
以下の区別をして記入し
てください。 
「ズ」と「ヅ」 
「オ」と「ヲ」  
「ジ」と「ヂ」 

 

●届出日 
届出日を記入して

ださい。 

い合わせく  

の
と

 

ください。

ください。

共済給付金受給権消滅届（第21号様式）の記入例 共済給付金受給権消滅届（第21号様式）の記入例 

●口座番号 
右詰めで記入してください。 
口座番号が7桁未満の場
合は、左の空欄に「0」を
記入してください。 
（例）口座番号 98765（5桁の場合） 

○ 

× 

※右詰めで記入し、左の空欄に 
 「0」を記入してください。 

 

●預金種目 
該当する預金種目に○を
つけてください。 

金融機関の種類に○をつけ
てください。
ゆうちょ銀行についても
こちらに記入してくださ
い。
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●届出者住所 
番地は「6丁目6番6号」
ような場合は「6ー6ー6」
記入してください。

●年金証書紛失の場合 
紛失等により年金証書を
添付できない場合には署名・
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支払未済の給付を請求す
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●年金受取金融機関 
口座名義は請求者の個
人口座に限ります。届出
者（請求者）氏名のフリ
ガナと同じ口座名義の口
座を指定してください。
会社名、団体名及び肩
書きがつく口座の指定は
できません。 

●年金受給権者氏名 
年金を受給されていた方
の氏名を記入して

●年金証書番号 
年金証書を参照して記入してく
ご不明な場合は所属の議会事務局へお問

ださい。

●押印 
請求者の印を押してくださ
い。金融機関への届出印
の必要はありません。 

●届出者氏名 
届出者は、死亡による失
権の場合は相続人の代
表者を、婚姻した場合ま
たは、子または孫が18歳
に達した場合の失権は本
人氏名を記入してください。
氏名のフリガナは金融機
関の口座の届出のとおり
以下の区別をして記入し
てください。 
「ズ」と「ヅ」 
「オ」と「ヲ」  
「ジ」と「ヂ」 

 

●届出日 
届出日を記入して

ださい。 

い合わせく  

の
と

 

ください。

ください。

共済給付金受給権消滅届（第21号様式）の記入例 共済給付金受給権消滅届（第21号様式）の記入例 

●口座番号 
右詰めで記入してください。 
口座番号が7桁未満の場
合は、左の空欄に「0」を
記入してください。 
（例）口座番号 98765（5桁の場合） 

○ 

× 

※右詰めで記入し、左の空欄に 
 「0」を記入してください。 

 

●預金種目 
該当する預金種目に○を
つけてください。 

金融機関の種類に○をつけ
てください。
ゆうちょ銀行についても
こちらに記入してくださ
い。
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